
太子町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 7 年 3 月 25 日

兵庫県太子町長 沖 汐 守 彦

条例第 8 号

太子町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

太子町職員の旅費に関する条例（昭和 31 年条例第 11 号）の一部を次のように

改正する。

第 4 条第 6 項中「日数」を「宿泊の日数」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の太子町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施

行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、

当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行につ

いては、なお従前の例による。


